
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国税不服審判所 平成 26 年７月～９月分裁決事例を公表    

Ｑ：国税不服審判所から裁決事例が公表さ

れたそうですが、どのようなものがありまし

たか？                                          

                                              

Ａ：平成26年７月から９月分のうち10事例

が公表されました。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から平成26年７

月から９月分の裁決事例が10事例公表されま

した。主なものには次のようなものがありま

す。 

 【国税通則法関係】 

 ・国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上

調査も含む広い概念であることを明らかに

した事例その他２事例 

 【所得税法関係】 

 ・民宿を営む事業者の所得を水道光熱費の額

を基礎に推定課税する方法に合理性がある

とした事例その他２事例 

 【法人税関係】 

 ・取引先に支払ったとする販売手数料は費途

不明であるとはいえないとした事例 

 【相続税関係】 

 ・小規模宅地等の特例は、特例対象宅地等を

取得した全ての個人の同意を証する書類の

提出が必要とされていることから、これが

ないものについては適用がないとした事例 

 【国税徴収法関係】 

 ・見積価額が低廉であることを理由として公

売公告処分の取消しを求めることはできな

いとした事例その他１事例 
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